
令和８年４月１日 

 

女性活躍推進法に基づく情報公表 

 

社会福祉法人 特別区社会福祉事業団 

 

 

１ 男女間賃金差異（男性の平均賃金に対する女性の平均賃金の割合） 

（１）全職員     ９８．８％ 

（２）常用常勤    ８８．２％ 

（３）有期常勤    ８３．８％ 

（４）非常勤     ８９．０％ 

（５）パートタイマー ３６．４％ 

   ※小数点第二位を四捨五入 

   ※対象期間：令和７年度（令和７年４月１日～令和８年３月３１日） 

   ※常用常勤は派遣職員を除く 

   ※賃金の総支給額で算定 

 

 

２ 女性管理職比率 

  １８人中 女性２人 （女性の割合１１．１％） 

 

 

３ 係長級にある者に占める女性労働者の割合 

  ２１人中 女性８人 （女性の割合３８．１％） 


